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建
築
解
体
業
者
が
行
っ
て
い
る
自
社
処
理
に
関
す
る
質
問
主
意
書

長
野
県
松
本
市
所
在
の
建
築
解
体
業
者
、
共
立
リ
マ
テ
ッ
ク
（
旧
称
：
共
立
解
体
）
は
、
長
野
県
よ
り
安
定
五
品
目
埋
立
許

可
、
木
屑
・
紙
屑
焼
却
の
中
間
処
分
事
業
認
可
な
ら
び
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
・
リ
サ
イ
ク
ル
の
中
間
処
分
事
業
認
可
を
得
、

産
廃
処
理
業
を
行
っ
て
い
た
。

二
〇
〇
一
年
、
県
は
当
該
事
業
者
敷
地
内
に
お
い
て
焼
却
灰
・
廃
プ
ラ
の
不
法
投
棄
現
場
発
掘
調
査
を
実
施
、
二
〇
〇
二

年
、
違
反
行
為
に
基
づ
く
行
政
処
分
を
下
し
、
廃
棄
物
処
理
業
に
係
る
許
認
可
の
更
新
を
し
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
同
事
業
者
は
建
築
解
体
業
に
係
る
許
可
に
基
づ
き
、
自
社
処
理
と
し
て
解
体
廃
棄
物
の
運
び
入
れ
、
保
管
、
破

砕
・
分
別
処
理
お
よ
び
再
生
資
源
物
の
保
管
を
し
て
い
る
。

再
生
資
源
物
の
保
管
に
つ
い
て
、
県
は
、
木
屑
に
お
い
て
は
「
積
み
上
げ
高
さ
の
勾
配
や
保
管
期
間
の
基
準
」
を
適
用
す
る

も
の
と
し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
瓦
礫
を
破
砕
し
た
砕
石
に
お
い
て
は
製
品
で
あ
り
当
該
基
準
は
適
用
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
当
該
事
業
者
の
再
生
資
源
物
の
販
売
実
績
に
つ
い
て
、
県
は
、
会
社
経
営
情
報
の
保
護
を
理
由
に
、
こ
れ
を
明
ら
か

に
し
て
い
な
い
。

二
〇
〇
九
年
二
月
、
長
野
県
定
例
県
議
会
一
般
質
問
に
お
い
て
、
県
廃
棄
物
条
例
施
行
に
と
も
な
う
保
管
規
則
の
強
化
に
際

一



し
、
解
体
廃
棄
物
が
再
生
資
源
物
に
処
理
さ
れ
た
場
合
の
保
管
基
準
を
問
う
質
疑
が
な
さ
れ
、
当
該
事
業
者
の
件
に
関
し
、
県

側
よ
り
、
保
管
量
に
対
す
る
基
準
違
反
で
は
な
い
か
、
と
の
回
答
を
得
た
。

同
年
七
月
、
前
記
回
答
の
再
確
認
を
県
側
に
し
た
と
こ
ろ
、
当
該
廃
棄
物
は
資
源
物
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
品
）
と
し
て
認
定

で
き
る
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
製
品
の
保
管
基
準
は
な
い
。
他
所
で
取
引
が
な
さ
れ
て
い
る
製
品
と
同
じ
状
態
の
製
品
で
あ
る

な
ら
ば
、
個
別
事
業
者
の
取
引
実
態
に
基
づ
き
、
当
該
事
業
者
の
保
管
量
を
量
る
も
の
で
は
な
い
、
と
の
回
答
を
得
た
。

二
〇
一
〇
年
三
月
、
県
側
は
、
当
該
事
業
者
の
近
隣
住
民
に
対
す
る
説
明
会
に
お
い
て
、
「
処
理
前
の
瓦
礫
類
は
、
処
分
の

た
め
の
保
管
基
準
が
適
用
さ
れ
る
が
、
破
砕
さ
れ
た
再
生
砕
石
は
製
品
で
あ
り
廃
棄
物
で
は
な
い
た
め
、
排
出
事
業
者
の
保
管

基
準
非
適
用
」
と
の
見
解
を
書
面
で
示
し
た
。

そ
こ
で
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

建
築
解
体
業
に
か
か
る
許
可
の
み
を
持
つ
業
者
が
、
自
社
処
理
と
称
し
、
解
体
廃
棄
物
を
運
び
入
れ
、
保
管
、
破
砕
・
分

別
処
理
、
再
生
資
源
物
と
称
す
る
保
管
を
敷
地
内
で
行
っ
て
い
る
場
合
、
廃
棄
物
の
保
管
基
準
を
ど
の
よ
う
に
定
め
て
い
る

か
。

二

破
砕
・
分
別
処
理
さ
れ
た
再
生
資
源
物
に
関
す
る
保
管
基
準
は
、
ど
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
か
。

二



三

廃
棄
物
で
あ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
ど
の
瓦
礫
類
は
、
破
砕
・
分
別
処
理
さ
れ
た
再
生
資
源
物
に
な
っ
て
も
、
販
売
の
実
体

が
な
け
れ
ば
、
実
質
的
に
は
形
を
変
え
た
廃
棄
物
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
持
ち
込
ま
れ
る
解
体
廃
棄
物
の
量
に
対
し

て
、
再
生
し
た
資
源
物
な
る
も
の
が
僅
か
な
量
し
か
運
び
出
さ
れ
な
け
れ
ば
、
や
は
り
、
実
質
的
に
は
形
を
変
え
た
廃
棄
物

で
は
な
い
か
。

四

三
の
よ
う
な
状
況
を
繰
り
返
し
、
再
生
資
源
物
と
称
す
る
山
が
ど
ん
ど
ん
拡
大
し
て
い
く
状
況
は
、
法
で
い
う
と
こ
ろ

の
、
不
法
投
棄
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

三


